
太田川圏域流域水循環計画（R8.3策定）計画名

磐田市の一部、掛川市の
一部、袋井市、森町

対象
地域静岡県提出機関名

水質、水量、防災・減災、生態系、地域振興メイン課題

水質、水量、災害・治水、自然環境、暮らしの５つの分野で取組を推進し、
目標を達成するため24 の施策を実施。流域治水・水利用・流域環境の間
の相乗効果や利益相反の関係に留意し、施策間の相互調整を図ることで、
流域全体での水循環の最適化を目指す「流域総合水管理」を推進し、「暮
らしと豊かな自然が共存する太田川圏域を守る」の実現に取り組む。

計画概要

全ての施策間の関係性（相乗効果が発現されうる施策、相互に調整が必要
な施策）を明示。さらに、相互に調整が必要な施策については調整方法を
明示。例：河川整備計画や河川整備基本方針に基づく生息環境への配慮
（瀬淵の保全・復元、砂州・干潟の保全、ワンドの創出等）。

計画の特徴

静岡県（計画策定主体）【実施体制】

○都道府県
地方
公共
団体

-政令指定都市

○市区町村

○国の地方支分部局

〇有識者

〇事業者

〇団体（NPOなど）

〇住民

-その他（ ）

【新規】「太田川圏域流域水循環計画」の概要

太田川圏域（太田川・弁財天川・前川水系流域）
（磐田市の一部、掛川市の一部、袋井市、森町）

○計画体系 ○推進体制・進行管理

「太田川圏域流域水循環協議会」が中心となって、目標達成
指標や施策進捗状況管理指標を用いて計画の進捗管理を行い
ながら、関係機関と連携して取組の推進を図る。

指標により進捗管理を行わない施策についても、実施状況や
それに伴う改善状況を把握し、また必要な調査を行うなどし
て、本協議会において進捗状況を確認し、推進を図る。
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広瀬川創生プラン策定推進協議会【実施体制】
○都道府県

地方
公共
団体

○政令指定都市

-市区町村

○国の地方支分部局

○有識者

〇事業者

〇団体（NPOなど）

〇住民

-その他（ ）

広瀬川創生プラン（2025-2034）
（H17.3策定・H27.3改定・R7.7改定）

計画名

広瀬川流域対象地域宮城県仙台市提出機関名

水環境、治水、利水・雨水・再生水、水インフラメイン課題

「杜の都・仙台」のシンボルである広瀬川の魅力を次世代に引き継いでいくこ
とを目的に、「自然環境の保全」、「広瀬川との共生」、「市民協働」の3つ
の基本理念を定め、それらを達成するための基本目標や施策の方向性を示した
行動計画。

計画概要

広瀬川流域を対象に、市民やＮＰＯ、行政などの多様な主体が連携しながら自
然環境の保全や安全・安心な川づくり、新たな魅力の創出に取組むための行動
計画で、各主体に期待する役割や取組事業の支援内容について具体的に明示。

計画の特徴

【改定内容】

【改定】「広瀬川創生プラン」の概要（令和２年度確認・公表）

前プラン（2015-2024）の計画期間満了に伴い、仙台市が進めるグリーンインフラの継続的な取組みや、仙台市ダイバー
シティ推進指針の観点を取り入れたほか、プランで定める基本理念Ⅱ「広瀬川と共生する暮らしの発見と創出」では、
流域の健全な水循環に関する施策を掲げ、流域総合水管理の考え方を踏まえ取り組んでいくこととしている。

○推進体制 ○進行管理○施策体系
協議会と仙台
市の役割と推
進体制を定め、
その役割に基
づき支援など
を実施。
その支援など
の内容を協議
会と仙台市が
確認（評価）
し、そこから
得られた課題
の整理を行い、
次回のプラン
改定時に反映 。

計画対象地域（広瀬川流域）



環境推進会議【実施体制】
○都道府県

地方
公共
団体

-政令指定都市

○市区町村

○国の地方支分部局

○有識者

〇事業者

○団体（NPOなど）

〇住民

-その他（ ）

八王子市水循環計画（R7.3改定）
（前計画：八王子市水循環計画(第二次計画・R2.3策定））

計画名

八王子市全域対象地域東京都八王子市提出機関名

水環境、地下水、湧水、利水、治水メイン課題

“人と水との良き環をつくり次世代へ水の恵みをつなげていく”を基本理念に
「環境」「利水」「治水」の３視点のバランスをとりながら魅力のあるまちづ
くりに取り組む「八王子・水のまちづくり」を基本的考え方として、健全な水
循環系の再生を推進。

計画概要

地下水涵養と河川流量確保、生物多様性の保全と清流の復活、水辺を通じた地
域や人づくり、治水対策事業による豪雨対策の4つの行動を明確化し、モニタ
リングで効果を把握することで、健全な水循環系再生を実感できる取組とする。

計画の特徴

【改定内容】

【改定】「八王子市水循環計画」の概要（令和２年度確認・公表）

令和6年度の中間見直しでは、流域治水の反映や水辺活用等の課題に対応すべく、地下水モニタリングの重要性、グリー
ンインフラの活用、地域主体による水辺の賑わい創出、災害時のし尿処理体制の強化、井戸協定の充実などを明記し、
流域自治体や国・東京都など関係機関とも連携し、流域総合水管理の考え方を踏まえ取り組んでいくこととしている。

計画対象地域（八王子市全域）

○推進体制 ○進行管理○施策体系
PDCA サイクルでの計画
の見直しと改善を行い、
健全な水循環系の再生に
向けた事業展開を図る。


